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議題①子育て応援特別手当について  

○ この資料は、先日お送りした「たたき台」をもとに作成   

したものです。  

○ 内容については、今後の検討によって、変更がありうる   

ものです。  

○ 今後、地方公共団体のご意見等を伺いながら、整理して   

まいります。  
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議題①子育て応援特別手当について  

資料1  

「子育て応援特別手当」の実施について（たたき台）  

※下線部は12月5日送付版からの変更点  

〔趣旨〕   

平成20年度の緊急措置として、幼児教育期（小学校就学前3年間）の第  

二子以降の子一人あたりにつき、3．6万円の「子育て応援特別手当」を支  

給する。  

1．実施主  

市町村（特別区を含む。）とする。  

2，対象となる子の範囲   

世帯に属する3歳以上18歳以下の子（平成2年4月2日から平成17年  

4月1日生まれまでの子。特別手当支給基礎児童）（兄弟姉妹に限らない。ま  

た、世帯が異なるものの、扶養している子等を含む。）が2人以上おり、かつ、  

就学前3学年、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日まで  

の間に生まれた子がいる場合であって、特別手当支給基礎児童のうち第2子  

以降の平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれの子至  

あって、以下のいずれかの要件に該当する子を支給対象とする。  

（か 住民基本台帳に記録されていること  

② 外国人登録原票lこ登録されている者のうち次lこ掲げる者lこ該当すること  

・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に  

園珊寺別永住者  

■出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）に定める在留資  

格を有して在留する者（出生等により在留資格を有することなく在留す  

昼三上ができる者を含み、荊去滞在者及び短期滞在の在留資格で在留す  

る者を除く。）  
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直支給対象葡  

対象となる子の属する世帯の世帯主であって、以下のいずれかの要件に該   

当する者とする。   

①個ていること   

②灘に掲げる者lこ該当すること   
・聴こ  

関する特例法脚部第71号）lこ定める特別永住者   

・雌宕319号）lこ定める在留資  
格を有して在留する者（出生等により在留資格を有することなく在留す  

ることができる者を含み、不法滞在者及び短期滞在の在留資格で在留す  
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る者を除く。）  

4．支給の基準日  

支給基準日（平成21年2月1日）時点における住民基本台帳上の住所地  

を基準として、当該市町村が支給を行う。  

5．所得が高い者の取扱い   

所得の多寡に応じ、給付の差異を設けないことを基本とするが、各市町村  

の判断により、世帯主の所得が一定の基準額（基準額の下限は1，800万  

円）以上である場合について、当該世帯主に対し「子育て応援特別手当」（以  

下「特別手当」という。）を支給しないこととすることができることとする。   

なお、市町村は、特別手当の支給に当たり、一定の考え方に基づき、受給  

の辞退を呼びかけることができる。  
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＜手続イメージ＞  

① 特別手当の支給申請時において、次に掲げる事項について同意を得た上で、支給決   

定。  

（ア）平成21年所得を確認するため、後日、世帯主の収入の状況等を把握するため、  

税情報を閲覧又は取得することがあり得ること  

（イ）世帯主に係る平成21年所得が市町村の定める基準額を超えた場合にあっては、  

特別手当を返還すること。  

② 平成21年所得が確定した後、当該世帯主に係る平成21年所得について、税情報  

により確認し、当該所得が市町村の定める基準額を超えていた場合、特別手当の返  

還を請求する。  

、5．舜  

3．6万円を一時金として支給する。  

6．支給方   

原則として口座振り込みにより支給する（場合によっては、現金支給によ  

る支給も堅と。  

＜事務イメージ＞   

① 市町村は、住民基本台帳のデータから、平成2年4月2日～平成   

17年4月1日生まれの子が2人以上おり、かつ、平成14年4月2日   

～平成17年4月1日生まれの子がいる世帯を抽出し、後者の子のうち、   

年齢順に2人目以降となる人数を抽出。   

② 市町村は、特別手当の支給案内を実施。   

③ 申請者は、支給対象となる子の氏名、性別、生年月日、住所を記載す  

る。   

④ 市町村は、申請書に記載された子の人数と台帳の子の人数との照合を  

行い、手当を支給する。  
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8．支給開始日等   

支給開始日は、市町村において決定する（可能な限り、年度内の支給開始  

を目指すものとする）。   

申請期限については検討中（申請受付開始日から3か月以内又は6か月以  

内）。  

9．事業形式  

市町村の事業に対する補助事業として実施する。  

10．経費負担等   

事業の実施に要する経責（給付費の総額及び給付に係る事務責）について、  

交付金を交付する（事務貴について、人件費の本給及び備品購入費は対象外）。   

事業責及び事務費については、市町村において、適当な方法で区分経理を  

行い、歳入歳出を処理する（経理が明確になれば、市町村において特別会計  

の設置等は必要ない）。  
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議題（丑子育て応援特別手当について  
資料2  「子育て応援特別手当」の支給について（たたき台概要）  

平成20年度の緊急措置として、幼児教育期（小学校就学前3年間）の第二子以降の子一人  

あたりにつき、3．6万円の子育て応援特別手当を支給する。  

（内容）  

○支給対象となる子＝平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から  

平成17年4月1日までの間の生まれ（平成20年3月末において3～5歳の子）であって、第2  

子以降である児童（170万人程度）  

※ 第2子以降の判定については、高校卒業（18歳）までの子を基礎とする。  

※ 外国人については、外国人登録原票に登録されている者であって、正規在留者に限る（短  

期滞在の在留資格を除く）。  

（エ）  

○支給額  

○支給先  

：支給対象児童一人につき3．6万円  

：支給対象となる子の属する世帯の世帯主  

（住民基本台帳、外国人登録原票の情報を活用）  

：所得制限を設けるか否かは各市町村がそれぞれの実情に応じて判断。  

所得制限を設ける場合の下限は、定額給付金と同様、1，800万円とし、所得制限の判定  

は、世帯主の個人所得により判定する（世帯所得の合算はしない）。  

：各世帯主による申請に基づき支給する。  

：総額651億円（給付責616億円、事務費35億円）（全額国庫負担）  

※ 平成20年度第二次補正予算案に計上   

○所得制限  

○支給手続  

○予算額（案）  



議題①子育て応援特別手当について  
資料3  子育て応援特別手当（Aさん、Bさんの場合）  

Aさんへの子育て  

応援特別手当  

3．6万円×2人＝  

乙2万円  

手当の対象となるこども  

Bさんへの子育て  

応援特別手当  

3．6万円×1人＝  

旦β万巴  

手当の対象となるこども  

■し  」｛   



て三こニコア  

申請書等受領  

世帯主等が市町村に対して申請（郵送も可）  

【申請に必要な書類】  

①子育て応援特別手当支給申請書  

・申請者の氏名等の記載   

一世帯に属する子の氏名等の記載  

・支給対象となる子の人数の記載   

■振込先口座の記載及び口座通帳のコピー  

②本人確認書類  

・運転免許証、住基カード、パスポート、外国人登録証明書等   

※代理申請の場合は医療保険被保険者証など世帯主との関  

係を証する書類）  

（注）所得制限を行う市町村においては、課税情報を閲覧等すること、所得制限   

基準額を超えた場合は子育て応援特別手当につき返還することについて同  

意を得る。  

市区町村  

＜支給要件の審査＞   

①本人確認、振込先口座の記載漏れのチェック   

②受給者台帳との突き合わせ（又は受給者台帳への追記）  

「‾■‾‾‾‾l  「  

受給者台帳の  、
み
一
ノ
 
 

支給決定通知t振り  込  
チェック   

て⊇こ二ニュ7  

口座振り  

子育て応援特別手当支給完了  
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議題①子育て応援特別手当について  
資料4－2  

平成21年1月8日現在版   
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※ 今後、事痍処理の詳細を検討することにより、変更がありうる。1  
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議題①子育て応援特別手当について  

資料5  20年度補正予算が成立した場合の  
子育て応援特別手当に係る資金の流れ〈イメージ〉  

20年度   21年度   

▲  ▲   ▲  ▲ ▲  ▲  

国  

⊥と  父  
付  
要  
綱  

都道府県   

M  

▲  

市町村   
算  

父   付  

申  
請  

ニ㌔  ，   
白日  

補  
正  
予  
算  
成  
1⊥   

▲  ▲ ▲   ▲  

子育て応援  

特別手当  付  
期  

l、  
－－－－－－－－－－－－－－●■■ヽ  

－－－－－一－－■一・●■一●■■－－ 
1′  l′  



議題（D子育て応援  

特別手当について  

資料占  子育て応援特別手当 申請書  
【イメージ】  

市区町村受付印1  

市区町村長 殿   

世帯主  

世帯に属する児童（生年月日がイの範囲内にある児童について年齢の高い順にお書きください。）  

氏  名   続柄  生 年 月 日  同居・別居 の別  住所（世帯主と別居の場合にお書きください）   

1人目  平成   同・別  

2人目  平成   同・別  

3人目  平成   同・別  

4人目  平成   同・別  

5人目  平成   同・別  

る人目  平成   同・別  

！
t
 
 

イ＋平成2年4月2日生～平成り年4月1日生  

①子育て応援特別手当の受領等に関して、受給資格の有無及び所得状況等について公簿で確認することに同   
意します。  

（診公簿等で確認ができない場合は、関係書類の提出を行います。  

③同居の事実又は扶養、監護を行っているなど同居と同等と認められる事実がなかったことが判明した場合に   
は、子育て応援特別手当の返還に応じます。  

④当該申請に係る世帯主の所得が0市子育て応援特別手当支給事業実施要綱第○条に定める所得を超えてい   
たことが判明した場合には子育て応援特別手当の返還に応じます。   

上記の事項に同意の上、子育て応援特別手当を申請します。  

平成  年  月  日  

4
】
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申請者氏名  

＊記名押印に代えて署名することができます。  
l
 
・
．
 
 
－
・
†
 
 

（ふりがな）  

代  氏  名   
生 年 月 日  性別   住  所  

理  

人  
大正  
昭和  男・女   

平成  電話  （  ）   

律
“
H
‖
u
岡
‖
〃
い
⊥
り
・
－
お
』
 
 
 

上記の者を代理人と認め、子育て応援特別手当の申請を委任します。  

平成  年  月  日  

世帯主氏名  

＊記名押印に代えて署名することができます。  
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議題（D子育て応援特別手当について  
資料7  子育て応援特別手当事業に係る予算積算の考え方  

子育て応援特別手当について、市町村が補正予算に計上する場合の目安として、積算方法等を整理した  
もの。  

【積算方法】  

1．支給対象見込児童数  
19年度児童手当支給状況報告   

市町村支給対象児童数  

000人   
子育て応援特別手当  

全回支給対象見込児童数   

171．2万人   
【1．711′9引人】  

【安全率】  

1．2  
支給対象見込児童数（A）  

1′180．8万人  

tll′808′091人】  

19年度児童手当支給状況報告  

全国支給対象児童数  
＊児童手当の実績割合に、公務員分や所得  

制限分を勘案した安全率を乗じて算出。  

2．子育て応援特別手当給付費見込額  

【手当単価】  

×   3ん000円  支給対象見込児童数（A）  給付費見込額（8）   

3．子育て応援特別手当事務費見込額  

【事務費割合】  

×  5％  

＊二次補正予算案に計上した事務費の割合  

をもとに算出。   

給付費見込額（8）  事務費見込額（C）  
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子育て応援特別手当についての  

各地方自治体からのご照会は、  

下記までお願いします  

電話 03－5253－1111（代表）  
内線 7943、7945  

メールアドレス  

kosodateouen＠mhlw．g0．jp  
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［車重率］  

定額給付金事務説明会  平成し20年11月28日   

平成20年11月28日（金）  

10 ニ 0 0 － 12 こ 0 0  

全国都市会館 2階大ホールB  

議 事 次 第  資料   ■  

1．開  会  

○ この資料は、地方公共団体から意   

見を伺うために、参考として作成し   

た「たたき台」です。  

2．挨  拶  総務省大臣官房総括審議官  岡崎 浩巳  

3．説  明  総務省定額給付金室長  満田  誉  

・「定額給付金事業の概要（たたき台）」  

4．質疑応答  

○ 内容の詳細については、今後、意   

見をお聞きしながら詰めてまいり   

ます。   

5．閉  会  



定額給付金事業の概要  
（たたき台）  ○所得の高い者の取扱いについては、所得を基準とする給付の差異を設けな  

いことを基本とする（基本型）。  

なお、所得が一定の基準額（基準額の下限は1800万円）以上の世帯構成者   

（世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。）がいる◆場合について、希望する   

市町村は、当該世帯構成者に係る給付額を給付しないとすることができる  

こととし、その場合の一般的な手続きは以下のとおりとする。  

①給付の申請時に、次のことについて承諾を得た上で、給付を実施  

（a）平成21年所得を確認するために、今後、世帯構成者の税情報を  

取得することがあること。  
（b）確定した平成21年所得（世帯構成者ごと）が基準額以上となっ  

た場合、当該者に係る給付額を返還すること。  

②平成21年の所得が確定した後（22年5月頃）、世帯構成者の平  
成21年所得について、税情報により確認  

③②で平成21年所得が基準額以上であった世帯構成者について、当  

該世帯構成者分の給付金の返還を請求  

※1 ここでいう所得とは、収入から必要経費（給与所得者の場  

合には、給与所得控除後）を控除した後の金額とする。  

※2 返還された給付金については、返還に関連する事務費の一  

部に充てることができる。  

○給付に当たり、市町村は、一定の考え方により、受給の辞退を呼びかける  

ことができる。  

4 給付額   

○世帯構成者1人につき1万2千円（ただし、基準日において65歳以上の者   

及び18歳以下の者については、一人につき2万円）として算出される額  

1 施策の目的   

景気後退下での住民の不安に対処するため、住民への生活支援を行うととも   

に、あわせて、住民に広く給付することにより、地域の経済対策に資すること   

を目的とする。  

2 事業の実施主体と経費の負担   

○実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ）とする。   

○手業の実施に要する経黄（給付費の総額及び給付に係る事務費）について、  

園が補助を行う（10／10）。   

（ただし、事務費について、人件費の本縮及び備品購入費は対象外）  

3 給付対象者及び受給権者   

○給付対象者は、基準日において、以下の①②の要件のいずれかに該当する者  

とする。   

○受給権者は、その者の属する世帯の世帯主とする。   

○基準日は、全国で統一的に定める。（平成21年1月1日又は平成21年2  

月1日で検討中）  

①住民基本台帳に記録されている者  

②外国人登録原票に登録されている者のうち、一定の者  

（対象とする外国人の具体的な範囲）  

・具体的な対象の範囲は、今後さらに検討を行うが、概ねの考え方（案）  

は次のとおり。  

対象と考えられる者・・・…永住外国人（特別永住者、永住者）、  

身分又は地位に基づき在留する外国人  

（日本人の配偶者等、定住者など）  

詳細な検討が必要な者・＝就労目的又は非就労目的で在留する外  

国人  

対象外と考えら■れる者‥■観光客等の短期滞在者、不法滞在者  

l■‾‾－－‾‾‾‾‾‾‾‾‾－－一一－－‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾▼‾‾‾‾‾‾  

！＜検討課題＞  

●課税や、生活保護の受給者資格の判定等における取扱い  
l＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－－＿－－一一－－＿＿一－－－■－一一－・■－－－－－－・●－－－－－－  

5 定額給付金の申請及び給付   

定銀給付金の申請及び給付に係る事務の流れは、原則として以下のⅠ、Ⅱ、   

Ⅱの方式の組合せにより行うこととする。   

なお、実施に当たっては、市町村窓口における事務負担軽減の観点から、Ⅰ、   

Ⅱ、Ⅱの順番で開始することを基本とし、特に、Ⅱの窓口現金受領方式につい   

ては、多額の現金を市町村窓口において取り扱うことに伴う危険を避けるた   

め、Ⅰ又はⅡによる振込みでの給付が困難な場合に限ることが望ましい。  

l一■－一一■■一一■■●■■■－－■■－■■‾‾■■‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾t  

＜ 

象の範囲の詰め（特。、「詳細な検討が必要な者」）  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿－t一一■－l  

声二Tヱ，・▼rl－J ・一 与F」－二±そ・：－▲！ニー∵－∵丁▲－・し 「 Jr二ごr∵－二「ニ▲丁・・二さ∴∵∵TT  ■－一り二＝せ」・＝丁ニ一一ノトニ∴：－十  ▲            ▲   
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：＜検討課題＞  
■  

【Ⅰ郵送申請方式】   
①市町村が、定額給付金の申請書を受給権者あて郵送   

②受給権者は、申請書に振込先口座もあわせて記入の上、市町村に郵送   
③市町村が、送付された申請書の内容を確認し、給付を決定   

（必要に応じ、受給権者に交付決定及び振込予定日を通知）   

④市町村が、指定された口座に給付金を振込  
‖‾‾‾‥‾‾‾  
‾二 

●郵送又は窓口申請のいずれも困難な者への対応  

：●基準日から申請開始日までに転出した者の取扱い  

： ：（参考）地域振興券の場合、転出時に未受領であることの証明書を転‡ l     ■                                                      ＿‥＿】  
出元の団体が交付した上で、当該証明書に墨つき転入先団体に：  

おいて受領  
l  

●永住外国人（特別永住者、永住者）以外の外国人を給付対象者とすl  
る場合の申請方式の取扱い  

6 給付開始日  

○給付開始日は、市町村において決定する。（年度内の給付開始を目指すもの  

とする。）  

○定額給付金の申請期限は、当該市町村における給付申請受付開始日から3か   

月以内又は6か月以内（検討中）とする。   

7 市町村における経理処理  

○事業費及び事務費については、市町村において、適当な方法で区分経理を行  

い、歳入歳出を処理する。  
○事業費については、事業鱒了後、実際に給付した給付額（上記3により稔付   

の辞退があった場合、これを含まない。）に基づき、国費の精算を行う0   

に使用している口座に限定し、関係部局における情報と； l  
照合することにより確認  

※例2臥申請書提出にあわせて本人の同意を得ることが前提：                                                                                             1  

1  

1  

●交付決定、振込予定日の通知を行う場合の簡略な方法（Ⅱも同様）…  

【n 窓口申請方式】   

①市町村が、定額据付金の申請書を受給権者あて郵送   

②受給権者は、給付金の申請及び振込先口座届出を内容とする申請書を、  
市町村窓口に出向いて提出し、定額給付金の給付を申請。市町村窓口に  

おいては、写真付きの公的身分証明春（住民基本台帳カード、運転免許  

証、パスポート、外国人登録証明書等）等により本人確認を実施した後  

に申請書等を受理   

（必要に応じ、受給権者に交付決定及び振込予定日を通知）   

③市町村が、指定された口座に給付金を振込   

【Ⅲ 窓口現金受領方式】   

①市町村が、定額給付金の申請書を受給権者あて郵送   

②受給権者は、申請書を市町村窓口に出向いて提出し、定額給付金の給付  

を申乱市町村窓口においては、写真付きの公的身分証明書（住民基本  
台帳力一ド、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書等）等により  

本人確認を実施した後に申請書等を受理   
③市町村が、本人確認の上、絵付を決定   

④市町村が、窓口において現金により給付  



（未定稿）  

定額給付金の給付までの市町村事務フロー（イメージ）  
く未定稿）   

定点給付金の給付までの市町村事務フロー図（イメージ）  

第1期 牢額絵イ寸金給付リス土の埋草  

○ 市町村の住民基本台帳システム及び外国人登録システムの改修   
を実施。   

O 「定額給付金給付リスト」の作成。  

（イメージ）  

氏名  続柄等 住所  年齢  給付金額  

千代田太郎 世帯主 千代田区霞が関2－1－2  38  12．000円  
千代田花子 妻  千代田区霞が関2－1－2  38 12，000円  
千代田尚子 子  千代田区霞が関2－ト2  2  20．000円  

代田太郎世帯計 千代田区霞が関2－1－2  44．000円  
呵  

2期 各世帯主へ申請書  書重宝生；ヒ長邑  

O 「定額給付金リスト」を元に申請書（請求書）、口座届出書等   
（以下「申請書等」という。）を世帯主に郵送。   

○ 申請書等を市町村に世帯主が提出。   

○ 世帯主の本人確認を実施後、申請書等を受理し「定額給付金リ   
スト」で消し込み。  

○ 申請書等を元に支出負担行為、支出命令、支出決定。   

○ 世帯主口座に入金。  

（注）1 現段階のイメージであり、今後、変更があり得る。  
2 所得の高い方についても制限をせずに給付を行うことを  

前提に作成。  

（注）1現段階のイメージであり、今後、変更があり得る。  

2 所得の高い方についても制限をせずに給付を行うことを前提に作成。   

封  



②窓口申請方式〔左以外の雛〕  
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郵送によって  
本人確扱が十  
分である場合  

0 3つの手法の順次開始方式  

③窓口現金受領方式  

①郵送申請方式  
＜市区町村＞  

申請書等郵送  

＜ 住 民  

・ 

・ 

・ 

・ 

申請書等受領  ＞  申請書等受領  
′   史話返送⊥攣）  本人が市町村の窓口に出向いて申請  
′
 
 
【返送内容】  
○申請書  

（内容）  

・給付金の申請   
t振込口座の届出   

※申請者（世帯主）本人名義   

※世帯主以外の世帯構成員の申  
請について今後検討  
○口座及び本人の確認方法  

【方法A】   

一振込口座の通帳の写し及び本人  
確認書類の写しを添付  

【方法B】  

・水道料、税等の引落し又は払込  
みに現に使用している口座（水道料  

引落等口座）を振込口座として届出  

・口座の同一性について水道部  
局、税部局等に照会を行うことの承  
芸若を添付  
※できるだけ簡便な口座・本人確認  

方法について引き続き検討  

．
…
…
…
…
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【持参書類】  
①申請書   

（内容）   

・絵付金の申請   
・振込先口座の届出  

＞  申請書等受領  

※申請者本人名義（世帯  

※世帯主以外の世帯構成員  
の申請について今後検討  
②本人確認書簸  

（住基カード、運転免許言正、パ  ・
N
＝
】
 
 

スポート、外国人登録証明書等）  

、 ■＿＿●－■■■l■■－■■■l■■■－－■■■■－●l■■■■l■■●■■■■  

窓月受付開担  

本人が市町村の窓口に出   
′一■■－■■－■－‾‾‾‾‾‾  

‡【持参書類】  

－  

－  請
…
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①申請書  
（内容）  

・給付金の申請  
・振込によりがたい事由  区町村＞  

②本人確認書類  
交付要件のチェック  

①【方法A】提出された写しの確認  

【方法B】口座が水道料引落等口座である  

ことを関係部局と照合  

；（住基カード、運転免許証  パス  

し忠ゴ∴－ユニ・さ主上三ごごゴ迂＿ 
＿＿…＿  

く市区町村＞  

交付要件のチェック  

【通知の作成】  

窓口の混雑を避けるため．  

①～③の受付開始日をず  

らすことができる。  
交寸言決定通知兼振込予定日通知受領  

口座振込  
口座振込  ＜ 住 民  

＞  
給付金（現金）及び交付決定通知受領   ＜ 住 民  

給付金受領  ＞   
給付金受領  



＜別添1＞  
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事  務  連  絡  

平成20年11月21日  

各都道府県定額給付金担当課   

各指定都市定額給付金担当課  

総務省自治行政局定額給付金室  

定額給付金の給付をよそおった振り込め詐欺等の  

犯罪防止広報のお願いについて  

現在、総務省においては、r定額給付金の給付をよそおった振り込め詐欺等  

の犯罪防止」のため、当省ホームページ及び広報誌において広報を行っており  

ます。   

つきましては、貴団体におかれましてもこうした趣旨を御理解いただき、広  

報誌等既存の広報媒体の活用等による広報に御協力ください。   

都道府県におかれましては管内の市区町村に対してもこの趣旨をお伝えいた  

だきますようお願いいたします。   

なお、当省ホームページヘのリンクはフリーとなっております。また、別添  

1の資料（総務省広報誌2008年12月号背表紙）についても、出典を明ら  
かにしていただければ使用していただいて結構ですので、適宜ご活用ください。   

また、本日付で警察庁生活安全局生活安全企画課より別添2の通達が発出さ  

れていますので、警察当局とも十分に連携を図るよう、お願いいたします。  

お問合せ先   

総務省定額給付金皇 広報事務担当   

TEL00ー5253－5111伊藤補佐（内6524）  

薮井主査（内応刀）  

こ，‘ ▼1－∵1＝・顕子・′、■ 戚  



＜別添2＞  

住民登録は正しく行われていますか？  
原議保存期 間1年未満  
（平成21年12月31日まで）  

○住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、  

世帯主との続柄などが記録され、国民健康保  

険、国民年金、児童手当など各種行政サービ  

スの基礎となっています。   

○お住まいの市区町村で、行政サービスを確  

実に受けられるようにするために、・引っ越し  

などにより住所を移した方は、速やかに住民  

登録の届出を行って下さい。   

○また、現住所で住民登録をしていない方や  

登録が抹消されたままの方は、正しい住民登  

録が必要となります。   

○家庭内暴力等の被害者の方は、お申出に  

よって、新たな住所地でも住民基本台帳の閲  

覧等を制限できます。   

○詳しくは、お住まいの市区町村に、御相談  

下さい。   

甘察庁丁生企発第478号  
平 成 2 0 年11月 21日  
瞥察庁生活安全局生活安全企画課長  

警視庁生活安全部長 殿  
各道府県警察の長  

定額給付金の給付をかたった振り込め詐欺等に関する広報啓発について   

みだしの件については、本日、総務省から別添の事務連絡により、都道府県や市町村  

に対して協力要請がなされたところである。   

各都道府県警察にあっては、当面、下記について、幅広く各種媒体、機会を活用して、  

管内住民に対して広報啓発を行われたい。   

なお、これら広報啓発活動の実施に当たっては、都道府県及び市町村等と密接に連携  

すること。  

舌己  

○ 定額給付金については、現在、申請手続きを含め、給付手続きは始まっていないこ   

と。  
○ 総務省や市町村が、定額給付金の給付のために生年月日や家族構成、口座番号等を   

電話や手紙等で照会することはないこと。  

○ 定額給付金の給付等をかたった不審な電話があった場合には、最寄りの警察署や市   

町村等へ連絡すること。  

○ 手続きが始まった場合には、総務省及び市町村等から広報がなされる予定であるこ   

と。  

【本件担当】  

警察庁生活安全局生活安全企画課   

藤森警部  

警電：800－3053  

P－1VAか：PO800003Gl帽p－1Van．nPa  



家庭内暴力（DV）の被害者の方を保護するため、   

住民基本台帳の閲覧等は制限できます。  

ODV祇害者の方については、警察署等に相談を行った上で、  

お住まいの市区町村に対して支援措置の実施を申し出ることに  

より、加書看である配偶者等による住民基本台帳の一部の写し  
の閲覧や住民票の写しの交付等について、制限を設けることと  

しています。  

○転出先で住民登録を行ったとしても、市区町村に支援措置の  

実施を申し出ることにより∴転出先の住所等が加害者である配  

偶者等に明らかになることはありません。  

○支援措置を受けるための手続の流れは、以下のようになりま  
すが、詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。  

●－……………‥＝…………………‥＝………………t＝＝＝■1＝＝● 
●●● 

●●●  

市区町村  DV被害者  

①¢合②  ③ DV被害者から市区町村に対し、   
■ 警察署等の意見を附した申出書   

により、支援措置の申出   

市区町村において  
・必要に応じて警察署等に確認   

した上で  

・DV被害者に対して支援開始   

の連絡  

・関係市区町村への申出書車云送  

警察署等  

①DV被害者から警察署等に  
対し、  
・DV被害の相談  

・支援措置申出書の提出  

②警察署等において  

・申出書に警察署等の意見  

を附して被害者に交付  

※ 警察署等：警察、配偶者暴力相談支援センター等  

、．．．＿＿…‖．二………ノ   




